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意匠法施行規則

(昭和三十五年三月八日通商産業省令第十二 号) 

最終改正:平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号

意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号) 第六条第二項 、 第七条 、 第八条第一項 、 第十四条第四項第四

号 、 第六十二条第二項 および第六十四条 ならびに第六十八条第五項 において準用する特許 法 (昭和三十

四年法律第百二十一 号) 第百八十九条 の規定に基づき、 ならびに意匠法 を実施するため、 意匠法施行規則を

次のように制定する。

(意匠の新規性の喪失の例外の規定の 適用を受けるための証明書提出書の様式)

第一条 意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号) 第四条第三項 の規定により 提出すべき証明書の提出 は 、 様

式第ーによりしなければならない。

(願書の様式)

第二条 願書 (次項から第四項までの願書を除く。 ) は、 様式第二により作成しなければならない占 

2 意匠法第十条のニ第一項 の規定による意匠登録出願についての願書は、 様式第三により作成しなければなら

ない。

3 意匠法第十三条第 一項 文は第二項 の規定による意匠登録出願についての願書は、 様式第四により作成しな

ければならない。 

4 意匠法第十七条の三第一項 に規定する意匠登録出願についての願書は、 様式第五により作成しなければなら

ない。

5 産業 活力再生特別措置法 (平成十一年法律第百三十一号) 第三十条 に規定する特定研究成果に係る意匠畳

録出願をするときは、 願書にその 旨を記載しなければならない。

(図面の様式)

第三条 願書に添付すべき図面は、 様式第六により作成しなければならない。



.... 

(図面の代用)

第四条 意匠法第六条第二項 の規定により同条第一項 の図面に代えて写真を提出することができる場合は、 写

真により意匠が明瞭に現される場合とする。 

2 写真を提出するときは、 梯式第七によらなければならない。

第五条 意匠法第六条第二項 の規定により同条第一項 の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる

場合は、 そのひな形又は見本が次の各号に該当するもの である場合とする。

一

一

こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの

取扱い又は保存に不便でないもの

一 次項の規定により袋に納めた場合において、 その厚さが 七ミリメートル以下のもの

四 その大きさが縦二十六センチメートル、 横十九センチメートル以下のもの。 ただし、 薄い布地文は紙地を用いると

きは、 縦横それぞれ一メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。  

2 ひな形文は見本を提出するときは、 丈夫な袋に納め、 様式第八により作成した用紙をその袋にはり付けなけれ

ばならない。 この場合において、 前項第四号ただし書の規定によりひな形文 は見本を提出するときは、 その布地

文は紙地を七 ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。

(特徴記載書の様式等)

第六条 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願人は、 意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願

に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、 願書を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属して

いるときは、 提出することができる。  

2 特徴記載書を提出するときは、 様式第九によらなければならない。 

3 登録意匠の範囲を定める場合においては、 特徴記載書の記載を考慮してはならない。


(物品の区分)


第七条 意匠法第七条 の 経済産業省令 で定める物品の区分は、 別表第一の物品の区分の欄に掲げるとおりとす

る。

(組物)



ー百願書[こその盲在記載して同 法第十七条の三第三項に規定する同条第一項 の規定の 適用を受けたい 旨を記

‘、d

第 J，'\条!日11意匠法第八条 の 経済産業省令で定める組物は、 別表第二の とおりとする。


{提出書面の省略 )


第九 条 意匠登録出願について意匠法第十四条第一項 の規定による請求をしようとする者は、 当該意匠登録出願

の願書に必要な事項を記載して同 法第十四条第 二項 各号に掲げる事項を記載した書面の 提出を省略すること

ができる。

2 意匠法第十七条の三第一項 の規定により新たな意匠登録出願をしようとする場合において、 もとの 意匠登録出

願について提出 した誼明書で、あって第十九条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産

業省令 第十 号) 第四条の三 から第七 条まで文は第八条第一項 の規定によるものが変更を 要しないもの である

ときは、 その 旨を願書に表示してその提出を省略することができる。 

3 意匠法第十七条の三第一項 の規定により新たな意匠登録出 顧をしようとする場合において、 もとの意匠登録出

願の願書に添付した図面 ( 同 法第十七条のニ第一項 の規定により却下された補正についての手続補正書に添

付した図面を 含む。 ) が変更を 要しないものであるときは、 そ の 旨を願書に表示してそ の 提出を 省略することができ

る。 

意匠登録出願について意匠法第十七条の三第 一項 の規定の 適用を受けようとする者は、 当該意匠登録出願

一

4 

載した書面の提出を省略することができる。

第九 条のニ 意匠法第四十 二条第 一項第一 号 の規定による第 一年分の 畳録料の納付について登録料を納付し

ょうとする者 (登録料を納付しようとする者が意匠登録出願人 (その者の 代理人を 含む。 ) と同一の 者 である場合

に限る。 ) が同 号 の規定による第 ←年分の登録料の納付と同 時に同 法第十四条第一項 の規定による請求をし

ょうとする場合は、 当該登録料納付書に必要な事項を記載して同条第二項 各号に掲げる事項を記載した書面の

提出 を省略することができる。

(秘密意匠)

第 十 条 意匠法第十四条第一項 の規定による請求を するときは、 願書に添付すべき図面その他の物件を 密封し、

かつ、 「秘密意匠」 と朱書しなければならない。



t 

第十一条 意匠法第十四条第三項 の規定による秘密にすることを請求した期間を延長し文は短縮することの請求

は、 様式第十により しなければならない。

第十二条 意匠法第十四条第四項第四号の 経済産業省令で定める書面は、 利害関係人であることを証明する書 e

面とする。

(意見書の様式等)

第十三条 意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の意見書は、 様式第十ーにより作成しなければなら

ない。

2 前項の意見書には、 必要な証拠方法を記載し、 証拠物件があるときは、 添付しなければならない。  

3 特許法施行規則第五十条第二項及び第四項の規定は、 前項の証拠物件に準用する。 この場合において、 同条

第二項中「特許庁および相手方の数(特許法第十四条ただし書 の規定により届け出た代表 者があるときは、 その

代表者の数) に応じて提出 しなければならない。 」とあるのは、 「提出 しなければならない。 」と読み替えるものとす

る。

(審判の請求書の様式)

第十四条 拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判の請求書は様式第十ニにより、 それ以外の審判の請求

書は様式第十三により作成しなければならない。 

2 審判請求前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、審判請求書には、 証拠保全事件の表示を記載し

なければならない。

(手続補正書の様式等)

第十五条 手続の補正のうち 、 様式第ーから様式第十こまで若しくは様式第十四v第十九条第一項において準用

する特許法施行規則第四条のニ第一項に規定する様式第二、 同規則第八条第二項に規定する様式第四、 同規

則第九条のニ第一項に規定する様式第九、 同条第二項に規定する様式第十一、 同規則第十一条の五に規定す

る様式第十六、 同規則第十二条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項及び第二項に規

定する様式第二十二、 第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二 十七条の三の三第一項に規定す

る様式第三十六、 同規則第二十八条のこに規定する様式第三十八若しくは同規則第二十八条の三に規定する



様式第四十又は第十九条第七項において準用する特許法施行規則第四十八条の三第二項に規定する様式第

六十四の三、 同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五の二、 同規則第五十条の二に規定する棟式第六

十五の四、 同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、 同規則第五十一条第二項に規定する様式第六

十五の九、同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十王の十一、 同 規則第五十八条第二環!こ規定す

る様式第六十五の十三、 同 規則第五十八条のニ第三項に規定する様式第六十五の十五、 同規則第五十八条の

十七第二項に規定する犠式第六十五の十七、 同規則第六十条第五項に規定する様式第六十五の十九、 同規則

第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、 同規則第六十一条の十一第三項に規定する様式第六十五

の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六十五の二十五により作成じた書面を特許庁に提

出することにより した手続の補正は様式第十四により、 それ以外の手続の補正は様式第十王により しなければな

らない。

2 意匠の創作をした者若しくは意匠登録出願人文はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又

は印鑑についての補正 (願書又は意匠登録を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。 ) は、 ニ以上

の補正について、 補正をする 者が同一 であり、 かつ、 当該補正の内容が同ーの場合に限り、 ーの書面ですること

ができる。

3 前項の補正 (意匠の創作をした 者文は代理人についてするものを除く。 ) と登録名義人 (意匠権者に限る。 以下こ

の項において同 じ。 ) の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、 意匠畳 

5表出願人が登録名義人と同一であり、 かつ、 当該補正の内容が当該更正の内容と同ーの場合に限り、 ーの書面

ですることができる。 

4 補正による手数料の 納付 (様式第こから様式第五まで、 様式第+二、 第十九条第一項において準用する特許法

施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二及び同規則第十ニ条第一項に規定する様式第十八により作成

した書面を特許庁に提出することにより した手続に慌る手数料に係るものを除く。 ) は、 様式第十六によりしなけれ

ばならない。

(意匠登録証)

第十六条 意匠登録証には、 次に掲げる事項を記載しなければならない。
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六 前各号に掲げるもののほか、 必要な事項

(意匠登録表示)

第十七条 意匠法第六十四条の意匠登録表示は、 「登録意匠jの文字及びその登録番号とする。

(登録料納付書の様式等)

第十八条 登録料を納付するときは、 意匠権の設定の登録を受ける 者は様式第十八により、 意匠権者は様式第十

2 

九により、それぞ、れ作成した登録料納付書によらなければならない。

前項の 納付書には、 第十九条第一項において準用 する特許法施行規則第一条第三項の規定にかかわらず、 納

付者の印を押すことを 要しない。 ただし、 第九条の二の規定によ り 、 当該登録料納付書に必要な事項を記載して

意匠法第 十四条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の 提出を省略する場合は、 この限り でない。

3 意匠法第四十二条第三項の規定により登録料を納付するときは、 登録料納付書に国以外の 者の持分の割合を 

記載するとともに、 当該持分について証明する書面を提出 しなければならない。 この場合において、 既に特許庁に

証明する書面を提出 した者は、 その事項に変更がないときは、 当該証明する書面の提出を省略することができ

(既納の登録料の返還の請求の様式)

意匠法第四十五条において準用する特許法第百十一条第一環の規定による登録料の返還の請求

は、 様式第二十によりしなければならない。

(過誤納の手数料の返還の請求の様式)

意匠法第六十七条第七項の規定による手数料の返還の請求は、 様式第二十ーによりしなければ

ならない。



(特許法施行規則の準用)

第十九条 特許法施行規則第一章(総則) (第四条の三第一項第四号、 第五 号及び第十四号並びに第三項第七号、

第十一条、 第十一条の二、 第十三条のニ並びに第十三条の三を除く。) の規定は、 意匠登録出願、 請求その他意 一

匠登録に関する手続に準用する。この場合において、 同規則第四条の二第一項及び第九条第一項中「及び拒絶

査定不服審判Jとあるのは「及び拒絶査定不ß審判文は補正却下決定不服審判」 と、 第四条の三第一項中「三

特許法第四十四条第一項の規定による特許出願(もとの特許出願の代理人による場合を除く。)Jとあるのは「三

意匠法第十条の二第一項文は第十七条の三第一項(同 法第五十条第一項(同 法第五十七条第一項において準

用する場合を 含む。) において準用する場合を含む。) の規定による意匠登録出願(もとの意匠登録出願の代理人

による場合を除く。)Jと、 「九 審判の請求(拒絶査定不服審判を除く。)Jとあるの は「九 審判の請求(拒絶査定不

服審判及び補正却下決定不掘 審判を除く。)Jと、 第八条第二項、第九条の二、 第九条の三第二項及び第十一条

の五中「拒絶査定不服審判」 とあるの は「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、 第十条中「特許

法第三十条第四項」とあるの は「意匠法第四条第三項」 と、 F、 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)。第十

五条第二項若しくは第三項、 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三第二項若しくは

第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、 第八条第一項、 第九条第四項、 第十一条の五第二項、 第二十

七条第一項、 第二項、 第三項前段若しては第四項前段、 第二十七条のニ第一項若しくは第二項、 第六十九条第

三項前段」 とあるの は 「又は意匠法施行規則第十八条第三項前段Jと、 「、特許法施行令第十五条第二項若しくは

第三項、 特許法等関係手数料令第一条の三第二項若しくは第三項又はこの規則第四条の三から第七条まで、 第

八条第一項、 第九条第四項、 第十一条の五第二項、 第二十七条第一項、 第二項、 第三項前段若しくは第四項前

段、 第二十七条のニ第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段Jとある の は 「文は意匠法施行規則第

十八条第三項前段」と、 第十一条の四中「様式第二、様式 第四、様式第九、様式第十一、 様式第十三、 様式第十

王の二、 様式第十六、 様式第十八、 様式第二十、 様式第二十二、 様式第二十六から様式第二十八のこまで、 様

式第三十一の玉、 様式第三十二、 様式第三十四、 様式第三十六、 様式第三十八、 様式第四十、 様式第四十二、

様式第四十四、 様式第四十六、 様式第四十八、 様式第王十、 様式第五十二から様式第五十五まで、 様式第六十

ーの二、 様式第六十四の三、 様式第六十五の二、 様式第六十五の四、 様式第六十五の六、 様式第六十五の九、



様長f第六十五の十一、 様式第六十五の十三、 様式第六十五の+玉、 様式第六十五の十七、 様式第六十五の十i

白九4様式第六十五の二十一、 様式第六十五の二十三文は様式第六十五の二十五」 とあるのは「意匠法施行規則

様式第ーから様式第五まで、 様式第九から様式第十こまで若しくは様式第十四、 意匠法施行規則第十九条第一

項において準用する特許法施行規則第四条のニ第一項に規定する様式第二、 同規則第八条第二項に規定する

様式第四、 同規則第九条のニ第一項に規定する様式第九、 同条第二項に規定する様式第十一、 同規則第十一

条の五に規定する様式第十六、 同規則第十ニ条第一項に規定する様式第十八若しくは同規則第十四条第一項

及び第二項に規定する様式第二十二、 意匠法施行規則第十九条第三項において準用する特許法施行規則第二

十七条の三の三第一項に規定する様式第三十六、 同規則第二十八条のこに規定する様式第三十八若しくは同

規則第二十八条の三に規定する様式第四十文は意置法施行規則第十九条第七項において準用する特許法施

行規則第四 十八条の三第二項に規定する様式第六十四の三、 同規則第五十条第五項に規定する様式第六十五

の二、 同規則第五十条の二に規定する様式第六十五の四、 同規則第五十条の三に規定する様式第六十五の六、

同規則第五十一条第二項に規定する様式第六十五の九、 同規則第五十七条の三第二項に規定する様式第六十

王の十一、 同規則第五十八条第二項に規定する様式第六十五の十三、 同規則第五十八条のニ第三項に規定す

る様式第六十五の十玉、 同規則第五十八条の十七第二項に規定する様式第六十五の十七、同規則第六十条第z

五項に規定する様式第六十五の十九、 同規則第六十条第六項に規定する様式第六十五の二十一、 同規則第六

十一条の十一第三項に規定する様式第六十五の二十三若しくは同規則第六十二条第二項に規定する様式第六

十五の二十五Jと、 第十三条第四項中「拒絶査定不服審判jとあるの は「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不

服審判Jと、 第十四条第二項中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審

判」と読み替えるものとする。  

2 手続をした者は、 前項において準用する特許法施行規則第九条のこに規定する第一項又は第二項の届出をす

ることなく、 新たな代理人により第九条のニの規定に基づき意匠法第四十二条第一項第一号の規定による第一

年分の畳録料の納付と同 時に同法第十四条第一項の規定による請求をしようとするときは、 前項において準用す

る特許法第四条の三第三項ただし書の規定にかかわらず、 その代理人の代理権は、 書面をもって証明しなけれ

ばならない。
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3 特許法施行規則第二十六条、 第二十七条第一項から第三項まで、 第二十七条の三の三第一項、 第二十七条の

回、 第二十八条から第二十八条の三まで、 第二十九条、 第三十条及び第三十一条第二項(信託、 持分の記載等、

パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出 、 発明の新規性の喪失の例外の規定の 適用を受けようとする場

合の手続等、 特許出願の番号の通知、 特許出願の放棄、 特許出願の取下げ、 協議が成立した 旨の特許公報へ

の掲載、 特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略) の規定は、 意匠登録出願に準用する。 この場

合において、 特許法施行規則第二十七条第三項中「特許法第百九十五条第五項」 とあるのは、 「意匠法第六十七

条第四項」 と読み替えるものとする。  

4 特許法施行規則第三十三条及び第三十五条から第三十七条まで(補正の却下の決定の記載事項、 査定の記載

事項、 正当権利者への通知及び決定の謄本の送付) の規定は、 意匠登録出願の審査に準用する。  

5 特許法施行規則第五章 (判定) の規定は、 意匠法第二十五条第一項の判定に準用する。  

6 特許法施行規則第六章(裁定) の規定は、 意匠権についての裁定に準用する。 

7 第十三条、 特許法施行規則第八章 (審判及び再審) (第四十六条並びに第五十条の十五第一項(第三十二条の

規定を準用する部分に限る。 ) 、 第二項及び第三項を除く。 ) の規定は、審判及び再審に準用する。 この場合にお

いて、 同規則第四十八条の三第二項、 第五十条第五項、 第五十条の二、 第五十条の三、 第五十一条第二項、 第

五十七条の三第二項、 第五十八条第二I夏、 第五十八条のニ第一項及び第三項、 第五十八条の十七第二項、 第

六十条第五項及び第六項、 第六十一条の十一第三項並びに第六十二条第二項中「拒絶査定不服審判Jとあるの

lま「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判Jと読み替えるものとする。 

8 特許法施行規則第六十七条 (特許証の再交付) の規定は、 意匠登録証の再交付に準用する。

間則 

1 この省令は、 意匠法の施行の臼 (昭和三十五年四月一日) から施行する。 

2 意匠法施行規則(大正十年農商務省令第三十五号) は、 廃止する。

附則 (昭和三九年二月八日通商産業省令第六号)



抄
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』この省令は、 昭和三十九年二月二十日から施行する。

附則(昭和田二年七月 二一日通商産業省令第九一号)

この省令は、 昭和四十 二年八月二十日から施行する。

附員IJ(昭和四五年一O月一七日通商産業省令第一0一号) 

1 この省令は、 昭和四十六年一月一日から施行する。 

2 この省令の施行の際現に係属している特許出願、 実用新案畳録出願、 意匠登録出願、 商標登録出願および防

護標章登録出願については 、 これらについて査定または審決が確定するまでは、 なお従前の例による。

附則(昭和田五年一二月一二日通商産業省令第一一二号)

(施行期日)

第一条-=の省令l去昭和四十六年一月一日間から施行する「一一一一一一一一一一一一

附則(昭和五O年九月二三日通商産業省令第八四号)

この省令は、 昭和五十一年一月一日から施行する。

一 一開一則(昭和五二年一二月二七日通商産業省令第七三号)

この省令は、 昭和五十三年一月一日から施行する。

附則(昭和五三年三月三一日通商産業省令第一回号)
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1 この省令は、 昭和五十三年四月一日から施行する。  

2 この 省令の施行の際現に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権、 この省

令の施行の際現に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案

権又はこの省令の施行の際現に存続している意匠権若じくは畳録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠

権であって、 特許証、 実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許権、 実用新案登

録証又は意匠登録証の交付については、 なお従前の例による。

附貝IJ(昭和五六年四月三O日通商産業省令第二三号) 抄

(施行期日)

第一条 この 省令は、 昭和五十六年五月一日から施行する。

附則(昭和五七年一一月一七日通商産業省令第七三号)

この省令は、 昭和五十八年一月一日から施行する。

一耐貝IJ(昭和王九年六月二九日通商産業省令第四四号)

1・ この省令は、 昭和王十九年七月一日から施行する。
ノ

2 この省令の規定による改正後の特許法施行規則、 実用新案法施行規則、 意匠法施行規則、 商標法施行規則又

は特許協力条約に基づく国際出願等に関する 法律施行規則の規定にかかわらず、 この省令の施行の日から 二

週間以内は、 なお従前の例によることができる。

附員IJ(昭和六0年一O月三O日通商産業 省令第四五号) 抄

(施行期日)



(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の

日.<'昭和六i十年十一月一日)から施行する。

附則(昭和六0年一二月一一日通商産業省令第七回号)

この省令は、公布の白から施行する。

附則(昭和六二年五月ニ九日通商産業省令第三七号)

この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。

ー附則(平成元年四月二五日通商産業 省令第一六号)


この省令は、 公布の日から施行する。


附則(平成二年九月一二日通商産業省令第四一号) 抄


(施行期日)


第一条 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

附則(平成五年一一月八日通商産業省令第七五号) 抄

第一条

(施行期日)

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行

の日(平成六年一月一臼)から施行する。
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蹄則 (平成七年六月二七日通商産業省令第五七号)抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律 (以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)か

ら施行する。ただし、第二条の規定、第三条中実用新案法施行規則第二十二条及び第二十三条第十三項の改正

規定、同規則様式第十王の改正規定(r【考案の名称】」を削る部分を除く。)並びに同規則様式第十六の改正規

定(同様式に備考2を加える部分に限る。)、第四条中意匠法施行規則第十一条第二項の改正規定(r公告Jを「特

許公報への掲載J{こ改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第六項の改正規定、第六条の規定、第七条の

規定(特許登録令施行規則第七条第三項、第三十一条第一項及び第三十七条第一項の改正規定中「、第百二

十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」を「若しくは第百二十六条第一項Jに改める部分並びに同規

則第二十八条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第二条、第四

条及び第五条の規定は、平成八年一月-Bから施行する。

附員IJ (平成八年九月一一日通商産業省令第六四号)抄

(施行期日)

第一条一 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附則 (平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号)抄

(施行期日)

第一条 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法Jとい

う。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、

第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

附員11 (平成九年五月二九日通商産業省令第八八号)



， '(施行期日)

ー第一条: 己の省令は、平成九年六月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前に、改正前の省令第四条第二項の規定により交付された納付書は、当分の間使用する

ことができる。

附則(平成九年一一月二七日通商産業省令第一一七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適

用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置)

第三条 特許法施行規則第五十七条の六(証拠調べの調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規則、実

用新案法施行規則、意匠法施行規則又は商標法施行規則において準用する場合を含む。)の規定は、この省令

の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。

臨則(平成ーO年一月八日通商産業省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)

第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適

用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。



附則(平成一一年三月一0日通商産業省令第一回号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

間則(平成一一年一二月二八日通商産業省令第一三ニ号)抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成+二年一月一日から施行する。

(意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)

第五条 平成十二年一月一目前にした意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出顕であって、

意匠法第十条のニ第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第

一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含

む。)の規定により平成十二年一月一目前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続(平成十二年一月一日

以後に請求された同法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするも

のを除く。)については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則(以下この条において「旧意匠法施行規



開IJJという。 )の規定(同規則第二十八条において準用する特許法施行規則第三条及び第四十八条のこの規定を

除科)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧意匠法施行規則第六条及び第七

条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

第六条 平成十二年一月一目前に請求された意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判の手続に

ついては、第三条の規定による改正前の意匠法施行規制の規定(同規則第二十八条において準用する特許法施

行規則第三条及び第四十八条のニの規定を除く。 )は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

間員IJ (平成一二年三月三一日通商産業省令第九二号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一一月二O日通商産業省令第三五七号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一五年六月六日経済産業省令第七ニ号)抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

附則 (平成一五年九月一 0日経済産業省令第一0一号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。



附良IJ (平成一五年一0月二七日経済産業省令第一四一号)抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附則(平成一六年三月二日経済産業省令第二八号)抄

(施行期日)

第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附員，IJ (平成一六年六月四日経済産業省令第六九号)抄

この省令は、公布の白から施行する。

附則(平成一七年三月二九日経済産業省令第三O号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年一0月三日経済産業省令第九六号)

この省令は、平成十七年十月三日から施行する。

附員IJ (平成一七年一二月一二日経済産業省令第一一八号)

この省令は、公布の白から施行する。
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(施行期日)

附a則 (平成一九年三月二六日経済産業省令第ー四号)抄

第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。


様式第1(第1条関係) (略)

様式第2(第2条関係) (略)

様式第3削除 (略)

様式第4(第2条関係) (略)

様式第5削除 (略)

様式第6(第2条関係) (略)

様式第7(第2条関係) (略)

様式第8(第3条関係) (略)

様式第9(第4条関係) (略)

様式第10(第5条関係) (略)

様式第10の2(第5条の2関係) (略)

様式第11(第8条関係) (略)

様式第12(第9条関係) (略)

様式第12の2(第11条の2関係) (略)

様式第13(第13条関係) (略)

様式第14(第14条関係) (略)

様式第15(第15条関係) (略)

様式第16(第16条関係) (略)
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様式第17削除 (略)

様式第18(第17条関係) (略)

様式第19(第19条関係) (略)

様式第20(第18条の2関係) (略)

様式第21(第18条の3関係) (略)

様式第22(第21条関係) (略)

様式第23(第22条関係) (略)

様式第24(第23条関係) (略)

様式第25(第24条関係) (略)

様式第26(第25条関係) (略)

様式第27削除 (略)

様式第28(第27条関係) (略)

様式第29(第27条関係) (略)

別表第一 (第七条関係)

製造食品及び晴好晶

物品の区分

製造食品

アイスクリーム

守かまぼこ

かまぼこ板

のり

固形砂糖

うどん

菓子パン
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;ク均一

じ

か

A

H品

ま

も

すし

叫�f"'-;'-r一円一……

固形カレー

パンツ

パンティ

せんぺい

あられ

I イ

チ ョコレート

菓子用柄

ズボン下

ゆ
』つ
 



ジ

グ

仁れ
j
い
汁i

差寝衣

i
オーバーコート

洋服

ナイトガウン

ン エ
マリヤリ

ー

ジャケット

ジャンパー

ポロシャツ

スト

シャツティ

ベ

カーディガン

巻き

くるみ

ルトベガーター

おしめ

おしめカバー

衛生パンツ
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ま運動服

j運動用ズボン

E背広服

鳴頼1

i

つなぎ服

レインコート ; 

運動用上衣

作業服

作業用上衣

和服

背広上衣

ズボン

ワイシャツ

海水パンツ

ワンピース

ツーピース

スカート

キュロットスカート

マント

ブラウス

海水着

着物

丹前

羽織
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足袋

ずきん

笠

手袋

f仁停j!同γi

一一…;

エプロン等

三服飾品

へアーネット

靴下等

きやはん

帽子等

腕力パー

ネクタイ、 ハンカチ等 イ

一



タ

ラ

ク

フ

スカーフ
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帯等

その他の服飾品

四身の回 り 品 傘及びつえ

i 

帯

帯締め

帯留

帯揚げ

帯板

帯まくら

半襟

腰バッド

ピーチパラソル

傘骨

傘用軸

傘用ろくろ

傘用柄

傘用石突き

傘地



・

事カフスボタン

iカラー止め

'

つえ

つえ用柄

/'\ッジ

扇子及びうちわ 扇子

扇子骨

扇子用地

うちわ

うちわ骨

ネックレス

ブレスレット

イヤリング

ペンダント

ブローチ

ネクタイ止め

帽章

メダル

髪飾り
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i装身用鎖止め具

一
中
ゴ
4n

五

へアーピン

根付け

ワッペン

アタッシュケース

かぱん又は携帯用袋物等

クリップ

バンド

装身用造花

装身用鎖

装身用下げ飾り

キーホルダー

サングラス

ル

鏡

ゲ

眼

ンズ用レ眼鏡

眼鏡枠

ー眼鏡ケ ス

スーツケース

トランク

ボストンバッグ

眼鏡等
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長雨

.令

財布

'刀

深靴

一
金乎酢 ん 用 口

短靴

オ-/ ーシューズ

ふくさ

かぱん用提げ手

ふろしき

手提袋

六 履物 靴

長靴

運動靴

ート靴スケ

ースキ 靴

靴底
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i靴かかと

鼻緒

i喫煙用パイプ

， 
I II '，  

j
，，:，.'  '，，!，!

"，
'1'i' 1 

その他の履物

七'喫煙用具及び点火器 喫煙用具

靴ひも
靴中敷き

靴底金具

靴べら

草履台

サンダル

サンダル台

サンダルバンド

げた

たげ 台

つま掛け

スリッパ

地下足袋

かんじき

喫煙用パイプ立て

喫煙用パイプ掃除具

きせる

たばこ入れ

シガレットケース



懐中鏡

手鏡

くし

卓上ライター

マッチ

マッチ箱

八 化粧文は理容用具

香水入れ

香水用スプレー

パフ

ひげそり用ブラシ

化粧用ブラシ

ヘアーブラシ

つめ切り

ヘアーカーラー

ヘアーアイロン

ヘアー ドライヤー

マニキュア用ナイフ



一・西洋かみそり

口紅

:衣服用ふ;:.t

/1衣服用ホック

1'1' ;\ 

バリカン

電気バリカン

日本かみそり

安全かみそり

安全かみそり用替え刃

軽便かみそり

竜気かみそり

理容用いす

まゆずみ

九ボタン、ファスナー等

かぱん用ポタン

靴用ボタン

衣服用スナップ

かぱん用スナップ

靴用スナップ

スライドファスナー

スライドファスナー用スライダー

スライドファスナー用スライダー



" 

畳表

布団カバー

十床敷物、寝具、カーテン等 床敷物等


引手


畳ベり地

花むしろ

クッション

クッションカバー

座布団

座布団カバー

パスマット

靴ぬぐいマット

電気カーペット

毛布

まくら

寝袋

まくら

敷布

カバー
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テーブル掛け等

十一室内装飾品 花器

置物等


すだれ

のれん

玉のれん

テーブル掛け


ランチョンマ

テーブル

ナプキ

花瓶

ン

センタ

ット

ー


置物

花止め

花器台

水盤


賞杯
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三月節句人形謀長了三t

三月節句ひな壇主竺:三戸 i 

五月節句用対征三ふ I
貯金箱

I 

ド
i 

雲盤

絵馬

l造花 - r 
i水中花

i 

iムムムび電気洗濯- b ; 

i洗濯板

j 

五月節句人形;三 初九、 ! 

置物会 よし 二 .

額縁附壁掛け等
額縁、

壁掛け
掛け軸 ー

つり下げよ形 、

額皿等
…同一…

額皿立て
写真立て 

十ニ洗濯用具、清掃用具等 
; 


i 
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アイロンかけ用板
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物干し用具、衣類乾燥機等

アイロン、洗濯物仕上機等

清掃用具及び電気掃除機

電気洗濯機

衣類乾燥機付き電気洗濯機

電気洗濯機用排水ホース

物干しざお支持具

物干しざお支柱

物干し器

洗濯ひも

洗濯ばさみ

衣類乾燥機

アイロン置台

ズボンプレッサー

洗濯物仕上機


ほうき

清掃用ブラシ

朝tブラシ

服ブラシ

ちり取り

はたき

ぞうきん



シr-フ

眼帯

j温きゅう器

電気掃除機山

ブe

JU ご

用機

機

き

き

磨

磨

床

靴

」気

t一品

電

電

衛生用マスク

身体衛生用品等十三 家 庭用保健衛生用品

生理用タンポン

生理用ナプキン

コ ンドーム

ペッサリー

氷のう

氷のう掛け

水まくら

吸飲み

患者用恒器

患者用原器

幼児用便器

あんま器
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歯ブラシ

一一…一一
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l 一 

歯ブラシ入れ

歯ブラシ差し

電気歯ブラシ

電気歯ブラシ用ブラシ

毛抜き

耳かき

あかすり

入港用ブラシ

固形石けん

右けん箱

洗面器

手ぬぐい

タオル

点眼器

洗眼器


防虫用品等 電気蚊取り器

防虫剤

防虫剤用容器

防臭剤

防臭剤用容器

におい袋
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1調理用ポール等

rh汁iiii十
すり鉢

片手なぺ

_，天ぷらなぺ

ドベ用落しぶた

かま、なぺ等

謂四 理用 用容器食飲・正文

かま「


中華なぺ

すきやきなペ ー

ジンギスカンなべ

ベ
な
圧力なぺ

電気

電気天ぷらなベー

卵ゆで器

なべぶた

なべぶた用つまみ
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コーヒー沸し器

フライパン

酒

器

1 ι 1:1( 
1'1' :\: \ 

:' i 

柄用

器


わん

サラダポール

そばせいろう

電気ポット

湯沸し

か

蒸し

せいろ

ん

う

卵焼き器

暁き網

焼き板

飯茶わん

どんぶり

食卓

食卓

オー ドブル入れ

用皿

用鉢


盛りかご

育児用

晴乳瓶


そぱせいろう用すのこ

重ね飲食器

器
飲食
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ゎ
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付

付

飲

→

茶

ゅ

な

脚

手

杯

湯

コ

紅

き

土旗

ウォーターピッチヤー

徳利

一一一 一一

コーヒーポット

バター入れ

しよう泊つぎ

食卓用又は食料貯蔵用容器

ティーポット

ソーダサイフォン

ミルクピッチャー

ソースつぎ

食卓塩振り

練りがらし入れ
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'氷入れ

菓子器

I;:L.tう振 
I 

l 1 .，・ l " 1.'  

i 卵立て

パン立て

E 

fa R 

砂糖入れ

食用油つぎ

飯びつ

食品用ふた物

パン入れ

重箱

弁当箱

茶筒

魔法瓶

魔法瓶用中

携帯用魔法瓶

栓

水筒

冷水筒

食品用保存瓶

こし用油調理

こんろ

こんろ用バーナ

器

ー

アイスボックス

調 理用器具及び飲食用具
五十



天火

サ川ン ユ

'0 

レンジ

果物しん抜き器

家庭用肉ひき器

ジュースミキサー

カクテルシェーカー

フードミキサー

泡立て器

アイスクリーマー

ハン ドミキサー

レモン絞り器

スライサー

氷削り器

削り節器

おろし器

調 理用具



{，';，rn，'l.， :{>'. 'í. :' l!，;.tl' :\:/ハh ahh 
;;:，Il':;;)':，;，，;! 
'‘ 

一一一一一一一一一一一一一…

缶切

': ， 
，'j'

.\ 
J 

ji 
\:(;
I 

•
'i"， 
; 

コーヒー ミル

薬味粉砕器

ごますり器

アイスピック

くるみ割り

家庭用製めん器

もちつき器

調理用こし器

茶こし

ドリッパー

調理用押しつぶし器

栓抜

すし成形器

菓子用成形器

製氷皿

フライ返し

しゃくし

しゃもじ

揚げ物用かすすくい網

調理用へら

焼きぐし

菓子ばさみ

まないた



製氷機

!コップ掛け

血立て

調理用刃物等

食器洗浄機、冷蔵庫等

冷凍庫

ウォータークーラー

飲料用デスペンサー

計量米びつ

家庭用浄水器

調理用又は飲食用のカバー、ホルダ

一、下敷き等

包T掛け

コップ保持器

徳利用はかま
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茶たく

I 

1 

血敷き

トースター用カバー

飲料用ストロー

! 
'.'  

JIFBJ
' .\ 

ぜん

コップ受け

なベ敷き

コップ保温カバー

ナプキン立て

ナプキンリング .

カスタースタンド

飲食用ナイフ、フォーク及びスプーン、

はし等

飲金用ナイフ

バターナイフ

飲食用フォーク

飲食用スプーン

飲食用スプーンの柄

はし

はし箱

はし置き

はし立て

つまようじ

つまようじ立て
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棺

謹符
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十六慶弔用品 葬祭異

祭壇

墓石

墓標

骨っぽ

骨箱

葬祭用花瓶

葬祭用香炉

葬祭用照明器具

葬祭用しょく台

三方
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祝儀袋

守

不祝儀袋

り袋

のし

クリスマス用具 クリスマスツリー

クリスマス用つり飾り

クリスマス用モール

十七その他の生活用品 裁縫具 裁縫用へら

ちゃこ

裁縫用糸巻き

縫い針

針刺し

裁縫箱

指抜き

編み棒

宝石箱等 宝石箱

指輪ケース

家庭用噴霧器
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ベッド用スプリング;乙 、 i 
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いす

縁台

「一一一一一一一一一一…m
i机

ハンモック 

いす及び腰掛け

いすカバー

いす用脚

いす付き机

ベッド用ヘッドボード

ベッド用フットボード ! 

揺りいす

長いすf

ベンチ

ソファーベッド

子供用いす

劇場用いす

座いす

腰掛け

幼児用歩行器 ー

机、テーブル及び台

理科教室用机

料理教室用机


i 
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収納家具

. . 

テーブル脚

カウンター

テレビ台

植木鉢台

サービスワゴン

たんす

飾り棚

隅棚

本棚

サイドボード

食器棚

整理棚

つり戸棚

げた箱

衣類整理箱

乱れ箱

日用品用キャビネット

金庫



…一一一一一 一一一

姿見

ド九室内小型整理用具
r.----- -....-.- --.---.-.--..-...-.---I衣服掛け

t._____ 1 I衣料用ハンガー

“ 

ロッカー

鏡台、ついたて等

びょうぶ

帽子掛け台

家具用部品 家具用ちょうつがい

家具用錠

家具用引手

家具用取手

家具用つまみ

家具用棚受け

家具用棚板

家具用飾り金具

家具用戸当り
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二十

十一一一一一下山川一

J、 ンガーボード用フッ ク

傘立て

霊屋内用照明器具

;\.:: . ， 

/'1' '.:1 '，!.， 'i l，  • . I 

I '，  
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t

 
j 

，; 

!い

ネ クタイハンガー

タオル掛け

ふきん掛け

マガジンラッ ク

新聞架

スリッパ立て

床下収納庫

震球及び照明器具 電球 白熱

装 飾用白熱

電球

電球

シール ドビーム電球

1\ロゲ

赤外線

ン

電球

電球

蛍光ランプ

グロースターター

ナトリウムランプ

キセノンランプ守、

天井灯

天井灯用笠

シャンデリア

シャンデリアつ り飾 り



" 

天井つり下げ虹ょ亡、"，;ぃ'

天井つり下げ灯用量T

天井埋込み眠、三

壁灯

一一
i懐中電灯

i懐中電灯用ケース
晶司品町晶『占--申叩叩古田

天井じか付け，灯

天井町用ルーバー一:

屋外用照明器具

街路灯用ポール

街路灯用グローブ

庭園町

t'fFBhi--:



i'

 

天井灯用つり具合

天井じか付け灯用笠ぷ

天井灯用透光性カパー

壁取付げ虹

壁じか付け灯

壁じか付け灯用笠

電気スタンド

フロアスタンド

電気スタンド用笠

街路灯

、


門灯



//'1，(;{ :， ;1 '11 ;" 
li'!J77:JJ::;九1/1 '::liJ(! 

 

'，: ....1 ;'， '" 

，1(' \: 
;!川:Ji山'

，1 

その他の照明器具

二十一 暖冷房文は空調換 気機器 暖冷房機器


ちょうちん

オイルランプ

ろうそく

しよく

う

台

灯ろ

石灯ろう

殺菌灯

スポ

投光

電気ストーブ

ッ

器

トライ ト


ガ スストーブ

右炭ストーブ

石油ストーブ

ストーブ

ストーブ用燃焼簡

用ガー ド

パネ

温風暖房

ルヒー タ

機

ー

ヱアーコンディショナー

ルー

ヱアー

ムクーラー

コンディ ショナー用室外

機
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.. 

太陽熱利用温水器匂ご，- '-'と I 

ク

懐炉

天井扇且t機

換 気扇用 ß..I .1川一
自 国フィJI

フー}

ー ドレンジフ・

除湿相

加湿相

i 

探暖保温器具

空調換気機器

二十ニ厨房設備 用品及び衛生設備 厨房設備用品

用品

太陽熱利用温水器用給水タン 

機

換 気自司

換 気扇用

調理

ー

台

クリーナー
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!!;iij前川一一一一一一一r--:一一一一一一…………戸長一一;一一…
ii i i流し 台用ごみ入れ

I !
流し 用すのこ

たわし入れ

ディスポーザー

こんろ台

水切り棚

取付け湯沸し器

取付け湯沸し器用熱 交換器

浴室設備用品 ふろがま

ふろがま用排 気筒

ふろがま用熱交換器

浴槽

乳児用浴槽

洗い場付き浴槽

浴槽用ふた

j谷槽用エプロン

シャワーヘッド

治室用洗い場

浴室用すのこ

浴室用マット

右けん入れ 

t ! 
i 

ロ聞用備設所面洗
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司ナμ』

レハ可，，

i人形及び動物おもち

'

槽

十 一二

はしご

その他の住宅設備用品

、三便座

座カバ

取付け用

洗面化粧

洗面台用

洗濯流じ

取付け用

便

取付け用

便


水飲み台

前流し台

便所設備用品


浄化槽

水 槽用 ー洗便所

」
牛乳受け箱

郵便受け箱

郵便受け口金具

新聞受け箱

はしご用踏み桟

踏み台

!二十四… 一 一
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込き上 りおもちゃ

; 

iムムム一一一一一一mi--;LEi--}…一一i

;，  j 1 
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人形用靴

;，
I，. 
 J 

i 

動物おもちゃ

人形

人形

用

用

首

服

もちゃ等 三輪車おもちゃ

オー トパイおもちゃ

スクーターおもちゃ

押し

自動車おもちゃ

車おもちゃ

ゃパスおもち

電車おもちゃ

汽車おもちゃ

タンクおもちゃ

飛行機おもちゃ

ロケットおもちゃ

おもち

銃おもちゃ

ゃ用走路盤

刀剣おもちゃ

水鉄

吹き矢おもち

弓矢おもちゃ

砲

ゃ



i二十五遊戯娯楽用品

計算おもちゃ ムγ

時計おもちゃγ，"三

望遠鏡おもちゃ士三

笛おもちゃ::f--_.

知育おもちゃ

鳴りものおもちゃ

その他のおもちゃ

遊戯用具

容器おもちゃ

家具おもちゃ

洗濯機おもちゃ三:

電話おもちゃ‘

ピアノおもちゃ

オルガンおもちゃ

鈴おもちゃ

太鼓おもちゃ

がらがら

クラッカーおもちゃ

びっくり箱

おしゃぶ り

おもちゃ花火

風船玉

風車おもちゃ

木馬

ジャングルジム

ぶらんこ

シーソー



11

蝿腐

一

/

…
パ判

ゲ

一
日小

一
d4m

 玉突き台

i将棋盤

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

遊戯娯楽機器

車

車

ト

子供 用三

子供

三輪

なわ跳び具

竹馬

羽子板

追羽根

竹とんぽ

用自動

スケー

輪


ま

剣玉

たこ

まり

輪投

ピ

遊戯用浮袋

ーチポ

げ

ール


碁盤室内娯楽用品

将棋用こま



一一一

折り紙

その他の遊戯娯楽 用品

知恵の輪、二

一'木み積

はめ込み遊戯異

切抜き紙 一

野球用

野球用

ピン

シャト)(.，コッ

ピンポンパット

ポン台

マスク

パット

二十六運動競技用品

野球用ミット


テニスラケットフレーム

ク 

テニスラケット

‘" 


ap
 

ケツ-
フ
 
ンン

『ミ 
apg、 ドp EF
 

，，
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1
-，一一一

i l ' k f i iバドミントンラケットフ レーム
l' 

矢

，竹万

ス キーケース

i. ': i 

j I I' : l! Jh j1 

t ? 

ゴルフ クラブ

ゴルフクラブ用シャフト

s
i

i

j 

ゴルフクラブ用ヘッド

ゴルフ クラ

ゴルフ クラブ用バッ

ブ 用ヘッ ドカバー

グ

スキー用具及びスケート用具

ゴル

ス

スキ

キー

フ

ーストッ

ティー

ク

スキーストック 用リング

スキー締め具

ト
ロー ラースケー

運動競技用そ り


水上スキー用具等

サ

水上スキ

潜水用

ーフボ

レギュ レ

ー

ー

ド

ーター

潜水用シュノー ル

潜水用足ひれ

ケ

洋弓弓道 用具及び剣道用具
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;剣道用こて
• 

猟銃

空気銃

ノ

ピ

ア

気

一一一一一一一一一一一

'

その他の運動競技 用品

電子ピアノ

J'

 

ア

ピ

電

体操用鉄棒

ピッケル

二十七楽器


ピアノ用譜面立て

ピアノ用ペダル

ピアノ用カバー

ンガルオ

オルガン

電

等器管楽

アコ

オルガン用譜面立て

トラン

動

ーディオン

ペット

電子オルガン

クラリネット
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弦楽器

その他の楽器等

ハーモニカ

けん盤付き吹奏楽器

木琴

鉄琴

ピブラフォーン

タンブリン
打楽器用ぱち

カスタネット

ミュージツ クシンセサイザー

リズム発生器

メトロノーム

調子笛



" 

'1 

筆洗い

絵画用イーゼル

虫かご，

二十九書道用品、教習具等 書画用品等

画板

絵画用パレット

絵画用パレットカップ

絵画用パレットナイフ

絵画用カンバス

絵画用油つぽ

絵の具箱

彫刻万

粘土細工用へら

教習具
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配色盤

Jレ

j 

WIPO COLLECTION OF LAWS 
RξCi三iVED: 仇釘がt之均ト

球儀 

球儀 i 

球儀 

座園

i
ji

fzsag
it

-

-

i三十筆記具、事務用具
 
-


! 

; 

英語学習

数学学習
機機

等

年筆用ペン先

年筆軸

ヤープペンシル

ボー)vペン付きシャープペンシ

ペン先 
ペン軸

鉛筆

毛筆

マーキングペン

筆記具用キヤツ

筆記具用クリツ




!-t、J均";lJ.司りに

下敷き

iスタンヲ

， 

.. 

F4  

鉛筆削り器

電動鉛筆削り器

消 しゴム

スタンプ用品及び謄写用品	 印材

肉池

回転印判

スタンプ台

謄写版

計算用事務用具及び図案製図用具 計算尺

そろばん

製図板

製図台

透写台

製図機

コンパス

からす口

デパイダー

分慶器



“ 

i iT定規

i郵便脚ん機

-

。、

『『，

，，

;有価証券抹消機

l

i

 

I Iテンプレート

三角定規

…カッター

IJ\ ドラベラ-i
はと目打ち


i雲形定規

事務用整理器具 ; 
郵便用開封機

チン

ペ シュレッダーパー ー

ン

動

パ

電

用
用

務
務

事
事
番号機

事務

事務用ピン

ペーパ

用クリップ

ーナイフ

画びょう
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ー

封筒

岬

図面保管キャビネット 

i書類整理今ご


書類整理箱

名刺整理箱

本立て

ブックエンド

筆入れ

文箱
状差し

ペン皿

ペン立てー 

i印判入れ

印箱

その他の事務用品

三十一 事務用紙製品、 印聞物等 事務用紙等

電話早見表

卓上カレンダー

黒板

黒板ふき

統計表示器

伝票

事務用せん

統計用紙

目 録カード



タイムカード

i磁気カード

荷
名

i絵はがき

i

ノート用紙

便せん

はがき

手形

原稿用紙

方眼紙

写真台紙

アルバム用台紙

スライドフィルム用台紙

紙ムロ
ホ束


!lu

dHリ

グリーティングカード

クリスマスカード

パースデーカード



i日記帳

ん
-

、

ほ

→

丹

ノ

i 
つづり

イル

ンダー

ネガカバー

パンフレット

旬， 
: 

イル用金具

ンダー用金異

ハンギンク、フォルダー

4Am
 

大』 み

スケッチブック

便せんつづり

ム

カレンダー

カタログ

ち ら

ポスター

しお

クーポン

し

り
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h 

E包装用皿

-十一 二

包装用かご 

袋

包装用アンプル

包

俵

叫装 用
 

包装用容器

一1 

プライスカード

包装用たる

5包装用押し出 しチューフ

包装用容器の替え栓

た容装

冠

器用 の包

王

 

! 戸瓦一一一…一一




!包装用しおり

( ; j泡糊明一包鵠明吋一装獅駒一用肘防す柁だ

i 泡峨装問

!三十三広告用具表示即吋広告用具及び表

tii3j
ib-z'jijg

is--

ー

棚

台
…

列

一
列
一

陳

陳

…

商

高
…

i 
掲示板

陳列用具

広告灯

アドパJレーン


負

の

電光表示盤

スコアボード

旗

三

旗

 

識標路道

揖

ぽ

商品陳列ケース用上枠

商品陳列ケース用下枠

商品陳列ケース用縦枠

商品陳列ケース用レール

;

旗ざお




場台

了一一一一一一一一一一…一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

‘凶

ITIーンブM

一一一- 動完ジヤヲキ

i滑車

i機関車

i掠

3ツコ

i三十四運搬、昇降又は貨物取扱い用

ベルトコンベヤー

コンテナー

客車

冷蔵用シ ョーケース

ジブクレーン

スクリューコンベヤー

チ

ベ

ン

ン

ィ

コ

ウ

ホイスト 

一

jエレベーター

エスカレーター

手動ジャッキ

輸送用パレット

輸送用ボンベ 

;運搬機械用レーJ一五
一十・一一一一
 車両 鉄道車両

チ ンエヤ



iトラック

iダンプトラック

←一一一! 一一 一一一一-1._-- - -- ---一 一一一一ゆ�.一一 一ーベ一一一一ι
1雪上自動車

一

鉄道車両用台車

車両用いす

自動車

車両用ブレーキシュ

自動車
 ; 


トラック用荷台

トラック用あおり板

タ一

ラ一一

ク
一

自動車用コンソール

自動車用シフトレバー

自動車用車輪

自動車用リム


ラレ

gha
EF

消防自動車

じんかい車

! 
フォークリフトトラック

;

自動車用前照灯

自動車用尾灯

自動車用ステアリングホイール ;




一‘

司h

自動車用ホイールキャップ

自動車用ブレーキシユー

自動車用フレーキディスク

自動車用マフラー

自動車用パンパー

自動車用錠

自動車用ウインドワイパー


自動車用シ

自動車用J心':Jクミラ

ート 
ー


;自動車用ラジエーターグリル

タイヤチェーン

自動車用泥よけ

自動車用サイドパイザー

i
自動車用サンパイザー



'三輪自動車

i自動二輪車用マフラー

i自動二輪車用バックミラー

i自転車用ハンドJレ

一自転車

自動二輪車用前照灯

自動二輪車用尾灯

自動二輪車用タイヤ

自動二輪車用ショックアブソー

パー

自動二輪車用ブレーキ

自動二輪車用燃料タンク 

;自動二輪車用サドル
自動二輪車用風防

自

自転車用フレーム

自転車用泥よけ

自転車用ブレーキレI ー

自転車用ギヤクランク

i自転車用クランク

自転車用ペダル



-L一一一一 一

......_._....二-- - -=r��..-.:-二二二三二 ;

，イヤパル

I
クローラー

; ! ;一ι一ιモト吋一一寸十タ←一
iヨツト

自転車用タイヤ

自転車用サドル i 
;

自転車用サドルカバー

自転車用警音器

i 

自転車用前照灯

自転車用尾灯


自転車用キャリヤー


自転車用前ホーク

臨時…


一一一

荷車

乳母車

母車用車 

三十六船舶及び航空機 船舶

I 

物船
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一一

一一冗ズダヲ

導波
一
」寸

…汁一

一
ナ

…
む

…
誌
一

抗

j
p
i
抵

M 

:ドトオト一

カヌー

ル肘ボ一ト

i吋
船舶用スクリュー

船舶用いかり

漁船


一一一


一一 一一 一一一一一

トロリ一線

固定抵抗器

電力用巻き線抵抗器

デン

デン

デン

サー

サー

サー


可変抵抗器

固定コ

電解コ

ン

ン

ン可変コ




(両周波コイル
;水晶発振

" 

チ

チ

何

時

ツ

ツ

J
T

肋
民

イ

千

九

遮

ス

ス

ル

用

接

電

内

線

( ソレノイド 
; 

開閉器 j 

開

断

クロスイッチ

ットスイッチ

スイッ

温度スイッチ

近

光

断路器

上

遮

真空遮断器

ガス遮断器

レ

配

柱

由

開閉器及び遮断器

器開

器



ま

主

___，， N.一一一一

マヲ不千百ジー

， I ι4 

プッシュスイッチ

シーソースイッチ

足踏みスイッチ

タイムスイッチ

継電器 保護継電器

温度継電器

限時継電器

電磁継電器

無接点リレー

リードリレー

管及び半導体素子 真空管

撮像管

放電管

偏向ヨーク

ダイオード

サイリスター

光電変換素子

発光ダイオード

圧電素子

サ

-事



'・

‘ 

F一一五……;lF計/八に品kJ\電気機械等

i
i

 

コンセント

接地棒

端子板

端子盤


蓄 電池

接続器等


テーブルタップ

差し込みプラグ

パイロットランプ用ソケット

電子管用ソケット

印刷配線板用コネクター

高周波用問軸コネクター


i電気機器用つまみ
 
電力用変圧器

誘導 電圧調整器

i 



I変流器

(下:---"'r-_N 一一一一… ……一一…

「
I 1変圧変流器

一一一」章躍管ターミナルキヤヴプ j -

i送電線用ス
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